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判例研究
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し
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一
九
七
六
年
、
ア
ル
デ
ー
シ
ュ
県
ク
リ
ュ
ア
ス
市
及
び
メ
ス
市
の
区

域
内
に
原
子
力
発
電
所
を
設
置
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
、
同
年
一
二
月

一
八
日
か
ら
翌
一
九
七
七
年
二
月
一
八
日
ま
で
調
査
手
続
（
Φ
呂
自
黛
Φ

b
彪
窪
5
虹
①
）
が
な
さ
れ
、
関
係
書
類
が
縦
覧
に
供
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
一

九
七
八
年
二
月
二
七
日
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
議
を
経
た
デ
ク
レ
に
よ

っ
て
、
本
件
建
設
事
業
の
公
益
性
が
宣
言
さ
れ
た
。
こ
の
公
益
性
宣
言
の

取
消
を
求
め
て
提
起
さ
れ
た
の
が
こ
こ
で
と
り
あ
げ
る
事
例
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
、
本
件
判
決
と
同
じ
日
に
、
ク
リ

ュ
ァ
ス
ー
メ
ス
原
子
力
発
電
所
の
建
設
許
可
の
取
消
を
求
め
て
提
起
さ
れ

た
事
件
に
つ
い
て
訟
訴
審
と
し
て
判
断
を
下
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
両
者

を
含
め
て
事
実
の
経
過
に
つ
い
て
記
述
し
て
み
よ
う
。

　
一
九
七
七
年
八
月
、
フ
ラ
ン
ス
電
力
会
社
（
国
●
U
・
，
）
は
、
基
礎
的

な
土
木
工
事
（
酔
同
鋤
く
鋤
d
凹
×
　
　
山
Φ
　
　
け
Φ
『
同
9
ω
ω
O
旨
P
Φ
昌
酔
）
及
び
仕
切
り
工
事

（一

w
鋤
く
9
虹
×
α
①
O
一
ひ
酔
償
『
Φ
）
に
着
手
し
た
。
都
市
計
画
法
典
L
四
八
○
条

以
下
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
市
長
は
、
不
適
法
に
開
始
さ
れ
た
事
業
の
中
断

を
ア
レ
テ
に
よ
っ
て
命
ず
る
こ
と
が
で
き
、
一
九
七
七
年
一
一
月
五
日
、

メ
ス
市
長
は
こ
の
中
断
の
ア
レ
テ
を
発
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
．
同
年
一

一
月
一
八
日
、
県
知
事
は
市
に
対
す
る
後
見
的
監
督
権
（
9
暮
。
葺
σ
創
Φ

言
冨
濠
）
に
よ
り
、
こ
の
ア
レ
テ
を
取
消
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
、
ま

ず
こ
の
県
知
事
の
処
分
の
取
消
を
求
め
て
訴
え
が
提
起
さ
れ
た
。
と
こ

ろ
が
一
九
七
八
年
四
月
一
八
日
、
ア
ル
デ
ー
シ
ュ
県
知
事
は
フ
ラ
ン
ス
電

力
会
社
に
対
し
、
建
設
許
可
を
与
え
、
同
年
九
月
一
五
日
、
先
の
建
設
許

可
を
撤
回
し
て
、
新
た
に
建
設
許
可
を
付
与
し
た
。
リ
ヨ
ン
地
方
行
政
裁

判
所
は
、
同
年
一
二
月
二
一
日
、
も
は
や
不
適
法
な
工
事
の
着
手
を
理
由

と
す
る
市
長
の
ア
レ
テ
を
執
行
す
る
意
味
が
な
く
な
っ
た
と
し
て
、
却
下

（
昌
O
昌
1
一
一
Φ
億
，
似
　
ω
一
9
◎
け
q
Φ
増
）
の
判
断
を
下
し
た
。

　
そ
こ
で
、
争
い
は
、
建
設
許
可
の
取
消
を
め
ぐ
る
訴
訟
と
、
公
益
性
宣

言
の
取
消
を
め
ぐ
る
訴
訟
を
中
心
と
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
建
設
許
可
の
取
消
し
を
求
め
て
出
訴
し
た
の
は
、
ア
ル
デ
ー
シ
ュ
県

メ
ス
市
に
所
在
す
る
団
体
「
《
メ
ト
リ
岩
山
》
農
地
グ
ル
ー
プ
」
（
い
①
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幻
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ず
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Φ
言
置
甑
》
）
、
同

じ
く
メ
ス
市
に
所
在
し
、
公
益
．
性
宣
言
取
消
訴
訟
の
原
告
と
も
な
っ
て
い

る
団
体
』
ロ
ー
ヌ
川
及
び
ロ
ー
ヌ
流
域
地
方
反
核
防
衛
委
員
会
」
（
い
①

O
o
鑓
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審
審
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⇒
巴
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Φ
留
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①
霧
①
出
子
帥
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Φ
傷
手
幻
ぼ
ひ
器
Φ
廿

α
①
曳
く
餌
濠
自
幻
ず
9
Φ
）
、
隣
の
ド
ロ
ム
県
モ
ン
テ
リ
マ
ル
市
（
ロ
ー

ヌ
川
に
面
し
て
い
る
）
に
所
在
す
る
団
体
「
《
生
存
及
び
環
境
》
協
会
」

（
い
㎡
ω
ω
o
o
冨
凱
。
降
《
ω
葺
く
凶
Φ
2
①
⇒
＜
貯
8
昌
Φ
ヨ
Φ
艮
》
）
及
び
メ
ス
市
や

ク
リ
ュ
プ
ス
市
に
在
住
す
る
数
人
の
個
人
で
あ
る
。
こ
の
事
件
で
は
、
原

告
は
、
環
境
影
響
調
査
（
①
け
鋸
創
①
　
q
諾
H
昌
℃
鋤
O
け
）
の
不
備
、
不
十
分
さ
の
理

由
を
中
心
と
し
た
い
く
つ
か
の
取
消
事
由
（
ヨ
。
鴇
Φ
昌
b
”
餌
⇒
⇒
包
讐
δ
β
）

を
主
張
し
て
、
．
建
設
許
可
の
取
消
を
求
め
た
が
、
一
審
の
リ
ヨ
ン
地
方
裁

判
所
は
、
一
九
七
七
年
、
・
一
〇
月
二
五
日
、
原
告
の
主
張
を
暴
け
る
判
決
を

下
し
た
。
そ
こ
で
、
原
告
は
コ
ン
セ
イ
ユ
・
「
デ
タ
に
控
訴
し
た
。

　
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
、
一
九
八
三
年
三
月
二
日
判
決
で
、
①
原
告
の

主
張
す
る
都
市
計
画
法
上
の
法
規
違
反
は
理
由
が
な
い
、
②
環
境
影
響
調

査
が
不
十
分
で
あ
る
と
の
主
張
に
は
理
、
由
が
な
い
、
等
述
べ
て
控
訴
人
の

主
張
を
却
け
た
。

　
一
方
、
公
益
性
宣
言
取
消
を
求
め
て
出
訴
し
た
の
は
、
「
ロ
！
ヌ
川
及

び
ロ
ー
ヌ
流
域
地
方
反
核
防
衛
委
員
会
」
で
あ
る
。
代
表
者
は
メ
ス
市
に

在
住
し
、
本
部
も
同
市
に
あ
る
こ
の
団
体
は
、
一
九
七
八
年
四
月
二
七
日

に
、
公
益
性
宣
言
の
デ
ク
レ
の
取
消
を
求
あ
て
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
に
出

訴
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
、
　
一
九
八
三
年
三
月

二
日
、
原
告
敗
訴
の
判
決
を
下
し
、
公
益
性
を
認
め
た
行
政
の
決
定
を
支

持
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
こ
こ
で
と
り
あ
げ
る
判
決
で
あ
る
。

〔
判
決
〕

　
判
決
は
、
ま
ず
第
一
に
、
公
益
性
宣
言
に
先
立
つ
調
査
手
続
に
関
し
原

告
の
主
張
す
る
違
法
事
由
を
こ
と
ご
と
く
却
け
、
第
二
に
、
手
続
上
必
要

な
中
央
関
係
省
庁
合
同
審
査
．
（
ぎ
ω
霞
9
江
§
ヨ
算
8
陣
一
、
σ
o
げ
巴
8

0
Φ
匿
鑓
一
）
も
実
施
さ
れ
て
い
る
の
で
原
告
の
言
う
よ
う
な
手
続
違
背
は

な
い
と
判
示
し
、
第
三
に
は
、
公
益
性
宣
言
の
デ
ク
レ
が
、
民
間
航
空
法

（
O
O
◎
①
、
自
①
．
胃
鋤
く
一
m
F
け
一
〇
⇔
．
6
一
く
出
Φ
）
の
定
め
る
諮
問
・
認
可
手
続
を
経
て

い
な
い
こ
と
や
、
「
原
子
力
の
安
全
性
や
放
射
性
廃
棄
物
の
排
出
手
続
に
関

す
る
原
子
力
施
設
安
全
中
央
局
（
ω
曾
鉱
。
①
○
Φ
嵩
ヰ
巴
山
①
ω
曾
Φ
岱
創
Φ
ω

H
コ
馨
9
。
嵩
舞
6
昌
2
環
。
㌫
蝕
『
Φ
ρ
一
ψ
ρ
ρ
拐
堵
）
の
意
見
を
含
ん
で
い
な

い
こ
と
等
と
、
い
っ
た
諸
規
定
違
反
の
主
張
事
由
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ら
が

公
益
性
宣
言
と
は
別
個
の
手
続
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
と
判
示
し
た
。
そ

の
う
え
で
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
、
事
業
の
公
益
性
に
つ
い
て
次
の
よ

う
に
述
べ
．
る
。

「
過
度
な
社
会
的
費
用
（
O
O
一
P
け
ω
　
ω
O
O
一
鋤
d
門
×
　
①
×
O
①
ω
ω
繭
h
ω
）
や
、
事
業
が
当

該
地
方
の
公
の
健
康
（
紹
昌
審
腰
ぴ
一
δ
償
Φ
×
環
境
及
び
経
済
に
も
た
ち
す

危
険
に
つ
い
て
の
事
前
の
調
査
が
不
十
分
で
あ
る
が
た
め
に
、
ク
リ
ュ
ア

ス
に
お
け
る
原
子
力
発
電
所
の
建
設
は
公
益
性
（
o
鎚
9
9
曾
Φ
像
ゴ
鉱
犀
ひ

O
q
三
δ
環
Φ
）
を
示
す
も
の
と
は
認
め
ら
れ
な
い
旨
、
原
告
は
主
張
し
て
い

る
。

　
一
方
で
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
需
要
と
、
国
土
上
に
あ
る
利
用
可
能
な
資
源
と
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の
問
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
が
、
こ
れ
ま
で
に
用
い
ら
れ
て
い
た
方
法
と
は
異

な
る
方
法
に
よ
る
電
力
生
産
の
発
展
を
必
要
な
ら
し
め
る
。

　
他
方
で
、
厳
し
い
規
則
が
、
原
子
力
施
設
の
建
設
者
及
び
操
業
者

（
8
易
霞
8
蝕
Φ
霞
ω
簿
Φ
×
且
。
詳
⇔
暮
の
）
に
課
さ
れ
て
お
り
、
本
件
に
お

い
て
、
施
設
の
安
全
性
を
確
保
す
る
た
め
に
、
い
く
つ
か
の
予
防
措
置

（
℃
審
o
o
⊆
江
8
ω
）
が
と
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
施
設
の
社
会

的
費
用
は
、
当
該
事
業
の
利
益
に
比
し
て
過
度
で
な
い
で
あ
ろ
う
（
器

ω
Φ
8
三
b
器
Φ
×
8
ω
段
ω
Φ
q
ひ
α
q
錠
自
蝉
辰
葺
曾
町
費
只
。
」
Φ
一
）
。
事

業
予
定
地
で
本
発
電
所
を
建
設
す
る
こ
と
は
、
環
境
に
重
大
な
侵
害
を
及

ぼ
さ
な
い
で
あ
ろ
う
（
昌
、
p
。
償
鎚
b
9
ω
O
o
⊆
同
①
h
h
Φ
け
侮
Φ
鳴
。
冥
⑦
『
“
昌
Φ

讐
8
ぎ
帯
ひ
q
茜
く
①
位
頴
昌
≦
『
8
昌
①
ヨ
①
暮
）
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に

お
い
て
は
、
当
該
事
業
が
、
そ
の
公
益
性
を
奪
い
去
る
よ
う
な
不
利
益

（
言
0
8
＜
ひ
巳
Φ
彗
ω
）
を
、
経
済
面
、
安
全
面
、
ま
た
環
境
面
に
お
い
て

含
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
訴
訟
記
録
よ
り
、
明
ら
か
で
な
い
。
」

〔
研
究
〕

一、

P
　
本
研
究
で
は
、
裁
量
の
裁
判
統
制
の
観
点
か
ら
、
コ
ン
セ
イ

ユ
・
デ
タ
の
公
益
性
宣
言
に
関
す
る
一
事
例
と
し
て
、
本
判
決
を
と
り
上

げ
て
み
た
。
興
味
深
い
事
例
と
し
て
原
子
力
発
電
所
の
ケ
ー
ス
を
と
り
上

げ
た
わ
け
で
あ
り
、
し
か
も
な
る
べ
く
新
し
い
も
の
を
選
ぶ
と
い
う
こ
と

を
念
頭
に
置
い
て
、
本
判
決
を
選
ん
で
み
た
つ
も
り
で
あ
る
。
す
で
に
、

同
種
の
判
決
が
い
く
つ
か
下
さ
れ
て
お
り
、
判
決
内
容
そ
の
も
の
に
斬
新

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
－
）

さ
は
な
い
け
れ
ど
も
、
逆
に
、
い
く
つ
か
の
コ
メ
ン
ト
や
ノ
ー
ト
の
類
を

通
し
て
、
原
子
力
発
電
に
関
す
る
諸
判
決
を
概
観
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

　
2
　
　
〔
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
原
子
力
行
政
と
手
続
〕

　
周
知
の
と
お
り
、
フ
ラ
ン
ス
は
、
原
子
力
発
電
を
強
力
に
推
し
進
め

て
き
た
「
原
発
先
進
国
」
の
一
つ
で
あ
る
。
一
九
七
三
年
の
石
油
危
機

（
o
ユ
ω
①
山
偉
幕
霞
9
①
）
以
後
の
フ
ラ
ン
ス
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
特
徴
づ
け

て
い
る
も
の
は
、
原
子
力
発
電
に
対
す
る
集
中
的
な
投
資
で
あ
り
、
一
九

七
九
年
か
ら
八
二
年
の
間
に
新
し
く
運
転
を
開
始
し
た
発
電
用
原
子
炉
だ

け
で
も
一
八
基
を
数
え
る
。
原
子
炉
優
先
の
政
策
は
、
「
原
子
力
ず
く
め

の
政
策
」
《
］
8
ま
一
ρ
器
似
ロ
8
暮
昌
q
o
尽
9
詫
Φ
》
と
呼
ば
れ
、
環
境
保
護

主
義
者
か
ら
批
判
を
浴
び
、
ま
た
、
八
一
年
に
登
場
し
た
ミ
ッ
テ
ラ
ン
政

権
は
、
こ
の
政
策
に
若
干
の
手
直
し
を
し
た
も
の
の
、
基
本
的
に
は
こ
れ

を
踏
襲
し
て
い
る
と
い
わ
れ
る
。

　
次
に
は
、
原
子
力
発
電
所
建
設
の
手
続
に
つ
い
て
簡
単
に
ふ
れ
て
お
こ

う
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
次
の
三
つ
の
処
分
が
原
子
力
発
電
所
設
置
に
関
し
て
重
要
で
あ
る
。

　
第
一
は
、
原
子
力
発
電
所
建
設
事
業
の
「
公
益
性
宣
言
」
（
U
ひ
。
冨
雷
江
。
昌

住
、
暮
監
＄
℃
信
び
一
δ
怠
Φ
）
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
わ
が
国
で
の
、
土
地
収
用

法
二
〇
条
の
「
事
業
認
定
」
に
該
当
す
る
。
公
益
性
宣
言
は
、
土
地
収
用

の
場
合
に
必
要
と
さ
れ
る
手
続
で
あ
る
が
、
原
子
力
発
電
所
建
設
に
つ
い

て
は
、
任
意
買
収
の
場
合
も
、
行
な
わ
れ
る
手
続
で
あ
る
。
公
益
性
宣
言

に
先
立
っ
て
調
査
手
続
（
Φ
B
離
⑪
8
旨
¢
β
q
Φ
）
が
な
さ
れ
、
こ
こ
で

は
関
係
書
類
が
縦
覧
に
供
さ
れ
、
関
係
人
の
意
見
が
聴
取
さ
れ
る
。
公
益

性
宣
言
は
、
「
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
議
を
経
た
デ
ク
レ
」
の
形
で
な
さ
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れ
、
こ
の
越
権
に
よ
る
取
消
を
求
め
る
訴
え
は
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
に

対
し
て
な
さ
れ
る
（
土
地
収
用
法
典
L
第
一
一
－
二
条
）
。

　
第
二
は
、
原
子
力
発
電
施
設
の
「
設
置
の
認
可
処
分
」
の
デ
ク
レ

（一

j
ひ
O
H
Φ
替
α
〕
鋤
9
蝕
O
戦
一
ω
鋤
酔
陣
O
⇒
α
Φ
O
同
Φ
9
辟
一
〇
昌
）
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
一
九

六
三
年
一
二
月
一
一
日
デ
ク
レ
第
六
三
－
＝
一
二
八
号
（
一
九
七
三
年
三

月
二
七
日
デ
ク
レ
七
三
…
四
〇
五
号
に
よ
り
修
正
）
が
手
続
を
定
め
て
い

る
。
同
デ
ク
レ
五
条
に
よ
れ
ば
、
設
置
認
可
は
、
施
設
（
ぼ
ω
ひ
巴
冨
鉱
。
づ
）

の
規
模
、
特
性
及
び
施
設
の
操
業
者
が
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
規

則
、
さ
ら
に
は
、
営
業
者
に
対
し
て
課
さ
れ
る
条
件
に
つ
い
て
定
め
る
も

の
と
し
て
い
る
。
こ
の
設
置
認
可
手
続
で
は
、
原
子
力
発
電
の
技
術
上
・

安
全
上
の
審
査
を
経
た
上
で
、
認
可
処
分
が
付
与
さ
れ
る
。
こ
の
認
可
に

対
し
て
は
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
に
直
接
越
権
訴
訟
を
提
起
し
う
る
。

　
第
三
は
、
原
子
力
発
電
所
の
建
設
工
事
の
た
め
に
必
要
な
「
建
設
許

可
」
（
℃
Φ
弓
b
P
陣
ω
　
α
Φ
　
O
O
］
P
ω
轡
目
d
郷
騰
①
）
で
あ
る
。
建
設
許
可
に
つ
い
て
は
、

都
市
計
画
法
典
L
四
二
一
…
一
条
以
下
（
及
び
R
四
二
一
一
一
条
以
下
）

の
規
定
が
手
続
を
定
め
て
い
る
。
同
法
L
四
二
一
一
三
条
の
規
定
に
よ
れ

ば
、
建
築
物
の
設
置
等
に
関
す
る
法
令
の
規
定
に
当
該
建
設
が
適
合
し
て

い
る
場
合
に
の
み
、
建
設
許
可
が
与
え
ら
れ
る
。

　
ま
た
、
一
九
七
六
年
七
月
一
〇
日
の
自
然
の
保
護
に
関
す
る
法
律
の
第

二
条
及
び
都
市
計
画
法
R
四
一
ニ
ー
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
建
設
許
可
の

申
請
に
は
、
環
境
影
響
調
査
に
関
す
る
文
書
が
添
付
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ

て
い
る
。

　
3
　
　
〔
原
発
訴
訟
の
類
型
〕

　
さ
き
に
み
た
三
つ
の
重
要
な
処
分
の
そ
れ
ぞ
れ
が
越
権
訴
訟
の
対
象
と

　
（
3
）

な
る
。
こ
の
三
つ
の
訴
訟
の
関
係
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
ま
ず
、
設
置
認
可
デ
ク
レ
取
消
訴
訟
で
は
、
原
子
炉
等
原
子
力
発
電
所

施
設
の
安
全
性
が
問
題
と
な
り
、
，
建
設
許
可
取
消
訴
訟
で
は
、
都
市
計
画

法
上
の
問
題
点
が
争
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
公
益
性
宣
言
取
消
訴
訟
で
は
、

事
業
そ
の
も
の
の
公
益
性
が
争
わ
れ
る
。
し
か
し
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ

の
判
決
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
公
益
性
を
め
ぐ
る
裁
判
で
は
｝
環

境
に
対
す
る
影
響
や
公
の
健
康
に
及
ぼ
す
危
険
な
ど
が
考
慮
に
入
れ
ら
れ

る
。　

そ
れ
ぞ
れ
の
行
政
処
分
は
、
「
別
個
の
手
続
の
枠
内
で
な
さ
れ
た
独
立

し
た
決
定
」
（
審
9
ω
δ
口
ω
ぎ
傷
9
Φ
＆
碧
け
Φ
ω
鷺
一
ω
①
ω
α
き
ω
δ
8
脅
Φ

Q
①
嘆
o
o
Φ
α
霞
。
ω
臼
ω
江
ご
9
Φ
ω
）
で
あ
る
と
す
る
の
が
、
判
例
の
態
度
で

あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
、
一
の
処
分
に
関
し
て
の

取
消
事
由
（
B
o
団
Φ
目
窪
9
昌
昌
巳
9
江
§
）
は
他
の
処
分
に
関
し
て
有
効
で

な
い
（
言
。
幕
建
馨
）
と
判
示
し
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
・
原
発
裁
判
を
起
こ
す
担
い
手
た
ち
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、

原
告
適
格
論
と
の
関
係
で
限
定
さ
れ
る
わ
が
国
の
場
合
と
は
ち
が
い
、
．
エ

コ
ロ
ジ
ス
ト
た
ち
や
保
護
団
体
が
中
核
を
な
し
て
い
る
。
事
実
、
フ
ラ
ン

ス
に
お
け
る
原
子
力
発
電
所
反
対
運
動
は
、
こ
れ
ら
エ
コ
ロ
ジ
ス
ト
た
ち

を
抜
き
に
考
え
る
こ
と
は
で
き
ず
、
ま
た
「
エ
コ
ロ
ジ
ー
運
動
は
》
原
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

力
発
電
所
問
題
な
し
で
は
開
花
し
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
と
言
わ

れ
て
い
る
。

二
、
1
〔
公
益
性
の
判
断
〕
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以
上
の
よ
う
な
、
裁
判
を
め
ぐ
る
状
況
を
概
観
し
た
上
で
、
本
題
に
入

る
こ
と
に
し
よ
う
。
こ
こ
で
は
、
公
益
性
に
関
す
る
問
題
の
み
を
と
り
上

げ
る
が
、
公
益
性
に
関
す
る
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
判
断
は
本
件
が
は
じ

め
て
で
は
な
く
、
い
く
つ
か
の
ケ
ー
ス
で
判
断
が
下
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ

で
、
い
く
つ
か
の
判
決
文
の
中
で
示
さ
れ
て
い
る
原
告
ら
の
主
張
す
る
公

益
性
欠
如
の
理
由
を
み
て
み
よ
う
。

「
原
告
ら
は
、
ク
レ
ー
マ
ル
ヴ
ィ
ル
の
地
に
、
一
二
〇
〇
M
W
高
速
炉
の

発
電
所
を
建
設
す
る
こ
と
が
以
下
の
理
由
で
、
公
益
性
を
欠
く
旨
主
張
す

る
。
即
ち
、
事
前
の
調
査
の
不
十
分
さ
、
事
業
の
過
度
な
費
用
、
事
故
の

場
合
及
び
平
常
運
転
の
際
に
こ
の
タ
イ
プ
の
原
子
炉
が
も
っ
て
い
る
環
境

に
対
す
る
危
険
、
そ
し
て
計
画
さ
れ
た
本
建
設
が
農
地
と
し
て
の
適
地
性

（
＜
o
o
9
江
。
口
同
心
巴
Φ
）
を
も
っ
た
当
地
方
を
損
う
と
い
う
こ
と
、
以
上

　
　
　
　
（
5
）

の
理
由
で
あ
る
。
」

「
フ
ラ
ン
ス
の
天
然
ウ
ラ
ン
の
資
源
が
乏
し
い
こ
と
、
必
要
な
資
本
投
入

額
が
過
大
で
あ
り
、
コ
ス
ト
が
高
い
こ
と
、
原
子
力
発
電
に
よ
る
電
力
生

産
の
危
険
性
及
び
公
害
、
私
的
財
産
権
へ
の
侵
害
、
そ
し
て
人
口
密
度
の

高
い
地
方
に
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
か
ら
生
ず
る
社
会
的
な
不
利
益
、
以

上
の
理
由
か
ら
原
告
は
ト
リ
カ
ス
タ
ン
・
ウ
ラ
ン
濃
縮
工
場
の
建
設
が
公

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

益
性
を
欠
く
旨
主
張
し
て
い
る
。
」

「
送
電
先
の
地
域
と
の
関
係
か
ら
み
た
当
該
発
電
所
の
立
地
選
定
、
既
に

他
の
原
子
力
発
電
所
が
設
置
さ
れ
て
い
る
国
境
周
辺
の
一
地
域
に
建
設
す

る
こ
と
が
環
境
及
び
人
々
の
安
全
性
に
も
た
ら
す
危
険
、
当
該
建
設
が
農

業
及
び
観
光
業
に
も
た
ら
す
ゆ
ゆ
し
い
結
果
、
以
上
の
理
由
で
、
原
告

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

は
、
カ
ッ
ト
ノ
ン
原
発
建
設
が
公
益
性
を
示
さ
な
い
と
主
張
す
る
。
」

　
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
、
こ
れ
ら
の
原
告
ら
の
主
張
に
対
し
て
、
本
件

判
決
で
示
し
た
の
と
大
体
同
じ
よ
う
な
文
言
で
公
益
性
を
肯
定
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
原
子
力
発
電
所
の
建
設
事
業
に
関
す
る
公
益

性
に
つ
い
て
の
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
判
断
は
定
着
し
て
い
る
と
言
え
る
。

つ
ま
り
、
原
子
力
発
電
所
建
設
事
業
の
も
つ
公
益
性
は
、
そ
れ
を
否
定
す

る
よ
う
な
経
済
的
不
利
益
、
社
会
的
費
用
、
環
境
上
の
不
利
益
が
存
し
な

い
場
合
に
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
公
益
性
の
認
定
に
あ
た
っ
て
は
、

費
用
・
不
利
益
が
事
業
の
も
た
ら
す
利
益
に
比
し
て
過
度
（
Φ
×
o
Φ
ω
ω
5

で
あ
る
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
る
と
い
う
命
題
を
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
が

採
用
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
先
に
の
べ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
具
体
的
ケ
ー
ス
に

お
い
て
は
、
こ
の
公
益
性
を
否
定
す
る
よ
う
な
状
況
は
存
在
し
な
い
と
認

定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
判
断
に
対
し
て
、
例
え
ば
あ
る
コ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

メ
ン
タ
ー
は
次
の
よ
う
に
批
判
を
加
え
る
。

　
ま
ず
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
需
要
と
資
源
と
の
間
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
が
原
子
力

発
電
を
必
要
な
ら
し
め
る
と
の
評
価
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
と
は
全
く
異
な

っ
た
結
論
も
引
き
出
し
う
る
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー

と
第
二
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
区
別
す
る
な
ら
ば
、
第
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
不

足
が
必
然
的
に
電
力
に
認
め
ら
れ
た
手
段
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い

し
、
ま
た
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
と
っ
た
判
断
を
前
提
に
し
て
も
、
原

子
力
に
限
ら
な
い
多
様
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
正
当
化
さ
れ
よ

う
と
述
べ
て
い
る
。
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次
に
、
施
設
の
安
全
性
（
訂
ω
曾
Φ
審
①
二
釦
ω
ひ
。
盲
騨
Φ
α
①
一
．
貯
法
巴
一
㌣

江
8
）
に
つ
い
て
の
評
価
に
つ
い
て
は
、
ア
メ
リ
カ
の
裁
利
所
が
、
原
子

力
発
電
所
の
偶
発
的
事
故
の
際
の
補
償
が
不
十
分
で
あ
る
と
の
理
由
で
、

あ
る
法
律
を
憲
法
に
反
す
る
と
宣
言
し
た
こ
と
を
引
き
合
い
に
出
し
、
フ

ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
事
故
が
起
き
た
際
の
現
実
の
社
会
的
費
用
（
o
o
黛

ω
0
9
巴
み
Φ
一
）
に
つ
い
て
は
考
慮
外
に
お
い
て
い
る
よ
う
な
事
業
の
公
益

性
を
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
認
め
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
と
述
べ
て
い

る
。　

さ
ら
に
、
環
境
に
対
す
る
重
大
な
侵
害
が
な
い
と
す
る
評
価
に
つ
い
て

も
、
原
子
力
施
設
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
；
、
核
燃
料
の
輸
送
・
再
処
理
、
高
電

圧
線
の
必
要
性
と
い
っ
た
諸
問
題
を
、
環
境
に
対
す
る
影
響
が
単
に
、
あ

る
立
地
・
建
設
が
記
念
す
べ
き
景
観
（
℃
Φ
議
℃
Φ
。
訟
く
①
ヨ
。
薄
白
Φ
算
鋤
一
①
）

を
害
す
る
か
ど
う
か
と
い
っ
た
問
題
の
レ
ベ
ル
悪
で
下
げ
る
こ
と
は
で
き

な
い
と
述
べ
て
い
る
。

　
2
　
〔
芽
ひ
。
ぽ
①
創
皿
び
臨
p
。
菖

　
さ
て
、
そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
に
採
用
さ
れ
た
定
式
一
i
公
益
性
を
利

益
・
不
利
益
と
の
対
比
で
考
え
る
一
を
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
が
と
り
始

め
た
の
は
い
つ
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
一
九
七
一
年
五
月
二
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

日
、
東
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
事
件
判
決
を
も
っ
て
そ
の
嘱
矢
と
す
る
の
で
あ

る
。　

事
件
は
東
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
建
設
に
関
し
て
道
路
の
一
部
が
住
居
地
で
あ

る
被
収
用
地
を
通
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
結

局
、
事
業
の
公
益
性
を
肯
定
し
た
の
で
あ
る
が
、
以
下
の
よ
う
な
定
式
を

採
用
七
た
の
で
あ
る
。

「
事
業
が
含
ん
で
い
る
と
こ
ろ
の
、
私
的
財
産
権
へ
の
侵
害
、
財
産
権
損

失
及
び
場
合
に
よ
っ
て
は
社
会
的
不
利
益
が
、
そ
の
事
業
の
も
た
ら
す
利

益
に
比
し
て
過
度
で
な
い
場
合
に
の
み
、
事
業
は
適
法
に
公
益
性
を
宣
言

さ
れ
う
る
。
し

　
こ
の
東
ニ
ュ
：
タ
ウ
ン
事
件
を
担
当
し
た
論
告
委
員
ブ
レ
バ
ン
（
野
鉱
1

ぴ
滑
革
）
の
主
張
は
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

　
ω
　
用
地
の
選
定
は
合
目
的
性
（
o
薯
。
円
ε
巳
緋
）
の
事
項
で
あ
る
と

答
え
る
こ
と
は
簡
単
で
あ
る
。
・
し
か
し
、
も
は
や
そ
の
よ
う
な
答
え
は
不

十
分
で
あ
る
。
こ
の
公
益
の
観
念
は
二
世
紀
の
間
に
拡
張
さ
れ
て
き
た
。

も
は
や
、
一
方
に
公
権
力
な
い
し
一
般
利
益
、
他
方
に
私
的
財
産
権
が
あ

る
だ
け
で
は
な
く
、
ま
す
ま
す
多
様
な
利
益
が
背
後
に
存
在
す
る
。
ゆ
え

に
、
事
業
そ
れ
自
体
の
示
す
公
益
か
ら
判
断
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
、

事
業
の
ぎ
。
§
＜
ひ
巳
Φ
暮
ω
と
9
く
鋤
馨
鋤
α
q
Φ
ω
、
o
o
律
と
お
鵠
◎
Φ
ヨ
Φ
葺
、

あ
る
い
は
経
済
学
者
が
言
う
よ
う
に
、
創
Φ
ω
葺
葺
審
と
導
け
二
心
の
バ
ラ

ン
ス
を
図
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

　
働
　
こ
れ
に
対
し
て
二
つ
の
異
議
が
あ
ろ
う
。
一
つ
は
、
裁
判
官
が
自

己
の
領
域
を
こ
え
て
合
目
的
性
（
o
℃
b
◎
暮
q
巳
融
）
の
領
域
に
介
入
す
ち

こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
、
他
の
一
つ
は
、
評
価
方
法
の

技
術
的
な
困
難
さ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
点
は
重
大
で
あ
る
が
、
い
ま
貴
裁

判
所
に
対
し
私
が
論
告
し
よ
う
と
し
て
い
み
こ
と
を
無
意
味
た
ら
し
め
る

も
の
で
は
な
い
。

　
㈹
　
貴
裁
判
所
が
行
政
に
代
わ
っ
て
裁
鼠
的
選
択
を
行
な
う
と
い
う
こ
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と
を
問
題
に
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
東
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
の
道
路
が
メ
ッ

ス
の
近
く
を
通
る
べ
き
か
ナ
ン
シ
ー
の
近
く
を
通
る
べ
き
か
と
い
っ
た
問

題
は
合
目
的
性
の
問
題
で
あ
っ
て
、
貴
裁
判
所
の
介
入
す
べ
き
こ
と
で
は

な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
貴
裁
判
所
が
介
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

は
、
社
会
的
あ
る
い
は
財
政
的
費
用
が
法
外
に
高
く
、
も
は
や
正
当
性
が

失
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
場
合
だ
け
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
貴
裁
判
所
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
、
恣
意
的
な
、

不
条
理
な
、
あ
る
い
は
十
分
に
調
査
さ
れ
て
い
な
い
決
定
（
念
9
ω
δ
昌
ω

碧
び
埠
『
巴
お
ω
矯
儀
爾
鉱
ω
8
昌
9
び
一
Φ
ω
o
自
三
巴
簿
g
臼
Φ
①
ω
）
を
取
消
す
こ

と
を
可
能
な
ら
し
め
る
こ
と
、
及
び
行
政
に
対
し
、
ま
ず
人
民
に
、
そ
し

て
場
合
に
よ
っ
て
は
裁
判
官
に
、
事
業
に
つ
い
て
の
説
得
的
な
正
当
理
由

を
呈
示
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
（
以
上
、
論
告

の
一
部
の
要
旨
）

　
こ
の
東
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
事
件
で
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
論
告
に
そ
っ

た
判
決
を
下
し
、
こ
の
よ
う
に
し
て
採
用
さ
れ
た
定
式
を
普
ひ
。
ユ
Φ
傷
信

び
鵠
9
昌
o
o
律
1
9
〈
9
暮
9
。
ひ
q
Φ
ω
あ
る
い
は
単
に
夢
O
o
泣
Φ
α
β
窪
置
昌
と
学

者
は
名
づ
け
て
い
る
。

　
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
、
こ
の
十
余
年
聞
に
、
こ
の
法
理
に
も
と
つ
く

い
く
つ
も
の
判
決
を
生
み
出
し
、
そ
の
数
は
は
っ
き
り
わ
か
ら
な
い
が
、

手
も
と
に
あ
る
だ
け
で
も
軽
く
百
を
こ
え
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
し
か

し
、
公
益
性
を
否
定
し
公
益
性
宣
言
を
取
消
し
た
も
の
は
ご
く
少
数
で
あ

る
。

　
3
　
　
〔
バ
ラ
ン
シ
ン
グ
上
の
問
題
点
〕

　
フ
ラ
ン
ス
の
学
説
は
、
一
般
に
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
判
例
の
展
開

を
あ
と
づ
け
し
、
理
論
直
な
い
し
正
当
化
す
る
役
目
を
引
き
受
け
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
芸
Φ
o
ぽ
Φ
幽
信
嘗
昼
昌
に
つ
い
て
も
、
学
説
は

一
般
に
、
こ
れ
を
是
認
し
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。

　
し
か
し
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
と
っ
た
態
度
は
、
二
つ
の
異
な
っ
た

批
判
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　
第
一
の
点
は
、
「
行
政
官
裁
判
官
」
論
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
で
、
そ

れ
は
、
次
の
よ
う
な
点
で
あ
る
。

　
昏
ひ
。
『
δ
幽
信
玄
訂
⇒
は
、
適
法
性
の
保
護
者
で
あ
る
裁
判
官
の
伝
統

的
な
役
割
を
回
復
さ
せ
る
メ
リ
ッ
ト
を
有
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
近
時
の

判
例
に
お
け
る
適
用
例
は
、
行
政
裁
判
官
（
冒
α
q
Φ
巴
巨
歩
ω
鍾
9
ま
）
を

ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

行
政
官
裁
判
官
（
冒
α
q
Φ
＆
含
旺
ω
貯
舞
①
貫
）
に
移
行
せ
し
め
る
危
険
が

あ
る
。
そ
の
目
的
を
逸
脱
し
て
、
裁
判
官
を
行
政
官
に
、
場
合
に
よ
っ
て

は
悪
し
き
行
政
官
に
変
え
て
し
ま
う
お
そ
れ
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
経
済
的

な
活
動
の
合
法
性
を
行
政
の
恣
意
か
ら
守
る
に
は
有
効
な
手
段
で
あ
る
け

れ
ど
も
」
デ
リ
ケ
ー
ト
な
取
り
扱
い
、
慎
重
さ
を
要
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
「
行
政
官
裁
判
官
」
論
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
適
法
性

（
亦
α
q
9
葺
ひ
）
と
合
目
的
性
（
o
凛
6
解
離
巳
蕃
）
が
、
そ
の
両
者
の
境
界
を

あ
い
ま
い
に
し
て
接
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
と
深
く
つ
な
が
っ
て
い
る
。

な
る
ほ
ど
、
さ
き
の
論
告
委
員
ブ
レ
バ
ン
が
、
「
裁
判
所
は
収
用
さ
る
べ

き
土
地
の
選
択
に
は
介
入
し
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
の
は
、
自
明
の
事
の

よ
う
に
見
え
、
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
に
対
し
、
ド
ー
ー
ロ
ー
バ
デ
ー
ル

が
、
「
利
益
の
バ
ラ
ン
ス
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
は
、
結
局
、
裁
判
官
に
、
選
択
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に
つ
い
て
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
行
使
を
許
す
に
至
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
何

故
な
ら
ば
、
収
用
が
予
定
さ
れ
て
い
た
用
地
に
つ
い
て
財
政
的
・
社
会
的

費
用
が
過
度
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
た
事
業
は
、
必
ず
し
も
別
の
用
地
に
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
－
o
）

い
て
も
過
度
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
の

も
一
理
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
結
局
、
こ
の
点
は
、
行
政
の
行
な
っ
た
公
益
性
判
断
に
対
す
る
コ
ン
セ

イ
ユ
・
デ
タ
の
締
め
つ
け
の
強
度
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
濃
淡
の
問
題
に
関

係
し
て
く
る
。

　
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
態
度
に
対
す
る
第
二
の
批
判
は
、
コ
ン
セ
イ

ユ
・
デ
タ
の
示
す
判
例
状
況
に
対
し
て
向
け
ら
れ
る
。
そ
の
判
例
状
況
と

は
、
さ
き
に
指
摘
し
た
通
り
、
　
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
が
、
芸
σ
O
『
δ
創
郎

玄
醇
旨
を
採
り
な
が
ら
も
、
ほ
と
ん
ど
の
ケ
：
ス
に
お
い
て
行
政
の
下
し

た
公
益
認
定
を
く
つ
が
え
さ
な
い
と
い
う
事
実
で
あ
る
。

「
こ
の
原
理
の
適
用
の
プ
ラ
ス
マ
イ
ナ
ス
対
照
表
（
び
一
一
鋤
昌
）
は
、
そ
の
期

　
　
　
　
　
（
H
）

待
を
裏
切
る
も
の
」
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。
行
政
決
定
め
取
消
を

裁
判
所
に
期
待
す
る
も
の
や
、
環
境
保
護
主
義
者
ら
は
、
お
そ
ら
く
コ
ン

セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
態
度
に
は
失
望
し
、
あ
る
い
は
批
判
的
で
あ
ろ
う
。

　
次
に
、
こ
こ
で
、
爵
ひ
。
泣
①
α
偉
ぼ
訂
昌
一
あ
る
い
は
、
わ
が
国
で
用

い
ら
れ
て
い
る
用
語
法
に
従
う
な
ら
ば
「
利
益
衡
雛
論
」
1
の
も
つ
問

題
点
を
浮
き
ぼ
り
に
し
て
み
た
い
。

　
ω
　
こ
の
夢
Φ
○
誌
Φ
像
g
熟
蚕
鋤
あ
る
い
は
「
利
益
衡
量
論
」
は
、
経

済
学
で
い
う
費
用
便
益
分
析
（
o
o
馨
げ
Φ
⇔
①
h
搾
磐
巴
誘
δ
以
下
C
B
分

析
と
す
る
）
の
考
え
方
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
C
B
分
析
そ
の
も

の
が
ま
ず
次
の
よ
う
な
問
題
を
含
ん
で
い
る
。
バ
ラ
ン
シ
ン
グ
の
前
提
と

な
る
定
量
化
分
析
に
な
じ
む
も
の
と
な
じ
ま
な
い
も
の
が
あ
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
収
用
さ
れ
る
土
地
の
財
産
権
の
場
合
に
は
客
観
的
算
出
が
可

能
で
あ
っ
て
も
、
環
境
上
の
利
益
と
な
る
と
む
つ
か
し
い
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
、
い
わ
ゆ
る
「
絶
対
的
価
値
」
と
い
わ
れ
る
生
命
、
身
体
の
価
値

を
金
銭
評
価
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
う
し
た
価
値
に
対
す
る
「
絶
対
的

損
失
」
は
利
益
衡
量
の
バ
ラ
ン
シ
ン
グ
に
乗
せ
る
べ
き
で
な
い
と
す
る
考

え
方
が
主
張
さ
れ
る
。
が
、
さ
ら
に
は
絶
対
的
損
失
と
相
対
的
損
失
は
、

両
者
の
間
に
は
っ
き
り
と
し
た
線
引
き
を
す
る
こ
と
が
む
つ
か
し
く
な
っ

て
い
る
と
言
い
ヶ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
は
、
安
全
性
に
つ
い
て
の

評
価
が
分
か
れ
て
い
る
よ
う
な
原
子
力
発
電
所
の
場
合
に
つ
い
て
バ
ラ
ン

シ
ン
グ
上
の
困
難
さ
を
予
想
さ
せ
る
。

　
②
　
こ
の
よ
う
な
C
B
分
析
自
体
の
も
つ
問
題
点
も
、
経
済
学
の
努
力

に
よ
っ
て
、
少
し
ず
つ
改
善
さ
れ
て
い
く
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
よ
う
な
利

益
衡
量
は
結
局
の
と
こ
ろ
経
済
学
者
の
仕
事
、
し
た
が
っ
て
行
政
の
行
な

う
べ
き
仕
事
で
あ
る
か
ら
、
裁
判
所
は
、
そ
の
判
断
を
尊
重
す
べ
き
で
、

自
己
の
判
断
を
代
置
す
べ
き
で
は
な
い
と
す
る
考
え
方
は
、
根
拠
を
も

つ
。

　
㈹
　
さ
ら
に
、
行
政
決
定
に
含
ま
れ
る
政
治
的
判
断
が
裁
判
所
の
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
を
抑
制
す
る
根
拠
と
な
る
。
し
ば
し
ぼ
、
公
共
事
業
の
決
定
は

政
治
的
裁
量
を
伴
う
。
利
益
の
厳
密
な
バ
ラ
ン
シ
ン
グ
を
多
少
度
外
視
し

て
も
、
強
い
政
治
的
判
断
の
下
で
あ
る
種
の
公
共
事
業
が
行
な
わ
れ
る
こ

と
も
あ
り
う
る
だ
ろ
う
。
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ま
た
、
裁
判
所
の
法
規
範
的
判
断
の
枠
を
こ
え
た
、
政
策
的
価
値
選
択

の
問
題
は
、
政
治
過
程
を
通
じ
て
解
決
さ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
考
え
が

存
す
る
。

　
㈱
　
バ
ラ
ン
シ
ン
グ
に
と
り
入
れ
ら
る
べ
き
フ
ァ
ク
タ
ー
が
し
ば
し
ば

予
測
を
含
む
場
合
が
あ
る
。
過
去
及
び
現
在
の
状
態
に
も
と
づ
い
て
判
断

を
下
す
裁
判
所
が
行
政
の
行
っ
た
バ
ラ
ン
シ
ン
グ
の
是
非
を
判
断
す
る
に

は
限
界
が
あ
る
。

　
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
、
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
需
要
と
、
国
土
上
に
あ
る
利

用
可
能
な
資
源
と
の
間
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
が
…
…
」
と
述
べ
て
い
る
。

が
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
需
要
は
刻
一
刻
と
変
化
し
て
い
る
。
現
に
、
フ
ラ
ン
ス

に
お
い
て
、
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
を
経
て
、
強
力
に
推
し
進
め
ら
れ
て
き
た

原
子
力
推
進
政
策
も
、
最
近
の
石
油
需
要
の
緩
み
か
ら
、
原
子
力
の
供
給

過
剰
が
予
測
さ
れ
、
政
策
の
ス
ロ
ー
・
ダ
ウ
ン
が
考
え
ら
れ
始
め
て
い

る
。
す
る
と
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
将
来
、
公
益
性
を
否
定
す
る
判
断

を
下
す
の
だ
ろ
う
か
。

　
4
　
　
〔
要
考
慮
事
項
と
行
政
に
対
す
る
義
務
〕

　
以
上
み
た
よ
う
に
、
種
々
の
利
益
不
利
益
の
バ
ラ
ン
シ
ン
グ
の
法
理
を

裁
判
所
が
採
用
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
む
つ
か
し
い
問
題
を
含
ん

で
い
る
と
言
え
る
。
裁
判
所
は
行
政
の
下
し
た
公
益
性
の
判
断
（
裁
量
）

に
対
し
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
強
め
よ
う
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
行
き
す
ぎ
だ

と
批
判
さ
れ
、
逆
に
行
政
の
決
定
を
取
消
す
の
に
臆
病
で
あ
れ
ば
、
行
政

の
判
断
を
追
認
す
る
も
の
と
の
批
判
を
受
け
る
で
あ
ろ
う
。

　
，
実
際
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
判
示
す
る
判
例
の
状
況
が
示
す
よ
う
に
、

裁
判
所
は
、
バ
ラ
ン
ス
の
欠
如
、
不
つ
り
合
い
す
べ
て
を
取
消
し
て
い
る

の
で
は
な
く
、
あ
ま
り
に
大
き
な
不
つ
り
合
い
だ
け
を
違
法
と
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
明
白
に
不
つ
り
合
い
な
（
ヨ
鋤
コ
罵
Φ
馨
ヨ
Φ
ヨ
α
諒
Φ
ρ
q
機
甲
寓
Φ
）

バ
ラ
ン
シ
ン
グ
の
み
を
不
合
理
な
評
価
と
し
て
攻
撃
し
て
い
る
の
で
あ
っ

て
、
そ
の
よ
う
な
不
つ
り
合
い
、
つ
ま
り
過
度
な
不
つ
り
合
い
が
な
い
と

認
め
ら
れ
る
と
き
に
は
、
行
政
に
裁
量
が
残
さ
れ
て
い
る
。
言
葉
を
変
え

て
い
え
ば
、
裁
判
所
は
、
行
政
の
行
な
っ
た
バ
ラ
ン
シ
ン
グ
に
対
し
て
、

自
己
の
バ
ラ
ン
シ
ン
グ
を
も
っ
て
た
だ
ち
に
代
置
す
る
の
で
は
な
く
、
一

定
の
枠
を
は
み
出
た
も
の
に
対
し
て
の
み
チ
ェ
ッ
ク
す
る
と
い
う
姿
勢
を

と
っ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
や
り
方
は
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
が
行
政
裁
量
の
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
手
法
と
し
て
一
九
六
〇
年
代
か
ら
採
用
し
て
き
た
「
評
価
の
明
白

　
　
　
（
1
2
）

な
埋
ま
り
」
（
Φ
摸
Φ
霞
ヨ
9
巳
h
Φ
ω
8
侮
、
碧
實
σ
o
鋼
重
8
）
の
手
法
一
行

政
の
行
な
っ
た
処
分
事
由
（
ヨ
9
罵
位
Φ
審
δ
に
つ
い
て
の
評
価
が
、

明
白
に
誤
ま
っ
て
（
昌
P
P
一
P
一
h
Φ
ω
け
Φ
旨
P
Φ
】
口
け
　
①
触
吋
O
］
P
Φ
）
い
る
場
合
に
は
そ
の

処
分
は
取
消
さ
れ
る
と
す
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
ー
に
類
似
す
る
も
の
と
い

う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
し
か
し
、
こ
こ
で
は
、
さ
ら
に
、
よ
り
重
要
な
点
を
指
摘
せ
ね
ば
な
ら

な
い
。

　
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
、
た
し
か
に
著
し
く
不
つ
り
合
い
な
バ
ラ
ン
シ

ン
グ
評
価
だ
け
を
チ
ェ
ッ
ク
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
行
政
に
対
し
て
、
バ

ラ
ン
シ
ン
グ
を
行
な
う
べ
き
作
為
義
務
を
課
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ

の
こ
と
は
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
強
度
と
は
切
り
ば
な
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し
て
、
評
価
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
　
爵
Φ
o
噌
δ
傷
瓢
甑
一
p
。
ゆ
に
よ

っ
て
行
政
は
、
一
定
の
事
項
に
つ
い
て
配
慮
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
原
則

を
課
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
要
考
慮
事
項
を
軽
視
す
れ
ば
裁

判
所
に
よ
る
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
を
受
け
る
こ
と
を
行
政
は
覚
悟
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
う
点
に
、
大
き
な
意
義
が
あ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
行

政
が
、
あ
る
事
業
の
公
益
性
を
認
定
す
る
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
事
業
の
も

た
ら
す
不
利
益
や
費
用
を
十
分
に
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
な
く
公
益
性
を
認

定
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
い
う
原
則
が
確
立
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
公
益
性
（
9
…
け
①
b
呂
湯
器
）
は
、
公
益
性
宣
言
の
取
消
訴
訟
に
お

け
る
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
判
例
を
通
じ
て
馬
そ
の
意
義
内
容
が
与
え
ら

　
　
　
（
1
3
）

れ
て
き
た
。
、
夢
ひ
。
吋
δ
島
償
転
莚
昌
が
登
場
す
る
前
に
も
、
事
業
が
害
す

る
別
の
利
益
に
つ
い
て
配
慮
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
判
例
が
全
く

存
在
し
な
か
っ
た
訳
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
配
慮
義
務
が
、
公
共
事

業
の
公
益
性
に
対
す
る
裁
判
所
の
判
断
の
要
素
と
し
て
、
一
般
化
し
た
の

は
、
や
は
り
、
七
〇
年
代
に
入
っ
て
の
誉
ひ
。
凱
Φ
侮
偉
ぼ
貯
ぴ
の
登
場
か

ら
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り
、
裁
判
所
の
判
断
は
用
地
の
選
定
と
い
う
行
政

に
委
ね
ら
れ
た
自
由
の
領
域
に
限
定
的
で
あ
る
が
介
入
す
る
に
至
っ
た
の

で
あ
る
。

　
5
　
〔
ま
と
め
〕

　
お
わ
り
に
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
裁
手
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
観
点
か
ら
、

夢
ひ
。
厭
δ
創
償
玄
醇
添
に
つ
い
て
総
括
し
て
み
よ
う
。

　
第
一
に
、
跨
ひ
。
ユ
Φ
9
旧
び
臨
9
口
に
よ
る
コ
ン
ト
ロ
L
ル
は
、
　
い
わ
ゆ

る
最
大
限
の
統
制
（
O
O
け
峠
触
ひ
一
〇
　
ヨ
鋤
×
開
白
d
［
ヨ
）
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
法
は
、
公
益
（
仁
げ
一
一
搾
ひ
℃
瓢
び
嵩
ρ
¢
Φ
）
に
つ
い
．
て
定
め
て
い
る
け
れ
ど
も

（
収
用
法
典
L
第
＝
一
条
）
、
公
益
の
内
容
、
つ
ま
り
何
が
公
益
で
あ
る

か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
何
ら
定
め
て
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
コ
ン

セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
、
い
わ
ゆ
る
最
小
限
の
統
制
（
O
O
嵩
貞
婦
ひ
一
Φ
ヨ
ご
μ
一
h
P
d
［
ヨ
）

に
と
ど
ま
ら
ず
に
、
こ
れ
ま
で
も
、
通
常
の
統
制
（
O
O
】
P
け
噌
ひ
一
①
嵩
O
哨
b
P
9
一
）

を
行
な
っ
て
き
た
。
例
え
ば
、
道
路
交
通
の
円
滑
化
の
た
め
に
な
さ
れ
る

道
路
整
備
事
業
は
、
あ
る
市
町
村
で
の
実
際
の
交
通
上
の
支
障
が
あ
る
が

ゆ
え
に
、
そ
の
公
益
性
を
有
す
る
と
い
う
ふ
う
に
、
事
実
が
事
業
の
公
益

性
を
裏
づ
け
る
も
の
で
あ
を
か
ど
う
か
を
審
査
し
で
き
た
の
で
あ
る
。
こ

れ
が
事
実
の
法
．
的
性
質
決
定
（
ρ
億
巴
簾
0
9
江
。
⇔
冒
三
池
ρ
信
Φ
α
Φ
ω
貯
詳
ω
）

と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、
こ
こ
ま
で
及
ん
だ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
通
常
の
統
制

と
呼
ば
れ
る
。

　
し
か
し
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
、
　
夢
Φ
○
泣
⑦
山
信
び
惹
昌
に
よ
る
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
を
採
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
さ
ら
に
一
歩
踏
み
込
ん
で
、
第

二
の
評
価
に
ま
で
お
し
進
め
た
。

　
す
な
わ
ち
、
事
業
の
様
態
（
5
P
O
儀
9
一
一
叶
Φ
α
離
℃
円
○
」
Φ
け
）
に
つ
い
て
の
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
で
あ
り
、
事
業
の
様
態
が
目
的
と
の
関
係
で
不
つ
り
合
い

（
蝕
ω
鷺
8
0
註
。
毒
σ
）
で
あ
る
か
ど
う
か
に
ふ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
こ
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
、
鷺
o
b
o
算
δ
謎
昌
巴
騨
Φ
（
比
例
性
、
あ
る

い
は
均
衡
）
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
言
う
こ
と
が
で
き
、
行
政
決
定
の
内
容

に
ま
で
立
ち
入
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
第
二
に
、
　
夢
ひ
。
瞥
δ
住
離
露
冨
昌
は
、
　
笛
凱
○
賢
三
一
港
あ
る
い
は

聴
蝕
ω
o
づ
昌
9
び
注
審
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
、
合
理
性
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
あ
る
。
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な
る
ほ
ど
、
一
で
述
べ
た
よ
う
に
、
胃
8
0
暮
δ
昌
⇒
包
ぱ
ひ
の
原
理
を
コ

ン
セ
イ
ユ
．
デ
タ
が
採
用
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
こ
の
比
例
性
は
、
厳
格

に
と
ら
え
れ
ば
と
ら
え
る
ほ
ど
、
行
政
の
側
に
自
由
の
領
域
が
な
く
な
っ

て
し
ま
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
こ
の

比
例
性
を
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
厳
格
に
評
価
し
て
、
行
政
の
決
定
を
自

己
の
評
価
に
置
き
か
え
る
と
い
う
態
度
を
と
っ
て
い
な
い
。
度
を
す
ぎ
た

不
つ
り
合
い
の
み
を
攻
撃
し
て
い
る
。
行
政
に
は
一
定
の
裁
量
が
委
ね
ら

れ
て
い
る
が
、
し
か
し
行
政
は
そ
れ
を
合
理
的
に
（
鎚
江
。
昌
昌
Φ
＝
Φ
B
Φ
暮
・

二
巴
ω
o
蕗
玄
。
ヨ
①
三
）
用
い
ね
ば
な
ら
な
い
と
す
る
考
え
方
に
も
と
つ
く

も
の
で
あ
る
。

　
第
三
に
、
　
爵
ひ
〇
二
①
戯
q
少
子
昌
は
、
行
政
の
肥
大
化
及
び
複
雑
化
の

中
で
ま
す
ま
す
裁
判
官
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
無
力
化
し
て
い
く
と
い
う
指

摘
と
、
行
政
の
評
価
よ
り
も
裁
判
官
の
評
価
の
方
が
す
ぐ
れ
て
い
る
と
い

う
保
証
は
ど
こ
に
も
な
い
と
す
る
批
判
と
の
間
に
あ
っ
て
、
う
ま
く
バ
ラ

ン
ス
を
保
っ
た
法
理
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
こ
の
法
理
の
適
用
さ
れ
る
ケ
ー
ス
は
、
一
般
道
路
や
オ
ー
ト
ル
ー
ト
の

建
設
、
飛
行
場
や
T
G
V
（
新
幹
線
）
、
本
件
で
と
り
上
げ
た
原
子
力
発

電
所
な
ど
数
多
く
存
在
し
、
今
の
と
こ
ろ
、
行
政
決
定
を
争
う
者
に
と
っ

て
は
失
望
的
な
結
果
に
終
わ
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
こ
の
法
理
の
も
つ
奥

の
深
さ
が
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
大
胆
な
判
断
を
生
む
可
能
性
を
秘
め

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

三
、
1
　
最
後
に
、
日
本
法
の
状
況
と
対
比
さ
せ
て
し
め
く
く
り
た
い
。

　
ま
ず
、
原
子
力
発
電
所
を
め
ぐ
る
裁
判
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
、
原

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

子
炉
設
置
許
可
処
分
の
取
消
を
求
め
て
争
わ
れ
た
ケ
ー
ス
で
四
つ
の
判
決

が
下
さ
れ
て
お
り
、
原
子
炉
の
安
全
性
審
査
に
関
す
る
裁
判
所
の
判
断

は
、
行
政
の
判
断
を
肯
認
す
る
と
い
う
方
向
に
固
ま
っ
て
き
て
い
る
。

　
核
燃
料
再
処
理
施
設
の
危
険
性
を
理
由
と
し
て
建
築
確
認
の
取
消
を
求

め
た
ケ
ー
ス
で
は
、
核
燃
料
物
質
の
安
全
性
の
審
査
は
建
築
確
認
事
項
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

範
囲
外
で
あ
る
か
ら
取
消
事
由
た
り
え
な
い
と
す
る
判
決
が
あ
る
。

　
ま
た
、
公
有
水
面
埋
立
免
許
を
争
う
裁
判
で
、
原
子
力
の
安
全
性
や
環

境
に
対
す
る
侵
害
が
免
許
処
分
の
違
法
性
を
左
右
す
る
か
ど
う
か
の
問
題

に
つ
い
て
は
、
埋
立
地
の
利
用
目
的
は
埋
立
免
許
の
審
査
事
項
と
は
無
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

係
と
す
る
い
わ
ゆ
る
「
上
も
の
論
」
の
考
え
方
が
あ
る
。

　
他
の
関
連
法
規
と
の
関
係
で
は
、
一
の
処
分
取
消
訴
訟
で
他
の
処
分
の

取
消
事
由
を
も
っ
て
違
法
性
の
根
拠
と
し
う
る
か
に
つ
き
、
わ
が
国
に
お

い
て
も
否
定
的
に
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　
ま
た
、
行
政
処
分
の
根
拠
法
規
と
は
無
関
係
に
、
た
と
え
ば
環
境
権
侵

害
を
理
由
と
し
て
、
処
分
の
違
法
性
を
導
き
う
る
か
の
問
題
に
つ
い
て
、

行
政
処
分
が
違
法
と
し
て
取
消
し
う
べ
き
も
の
と
な
る
の
は
、
そ
れ
が
行

政
処
分
の
要
件
効
果
等
を
定
め
る
行
為
規
範
に
反
し
た
場
合
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
す
る
の
が
大
方
の
見
解
で
あ
ろ
う
。

　
フ
ラ
ン
ス
忙
お
い
て
も
、
具
体
的
な
法
規
に
対
す
る
違
反
と
は
無
関
係

に
、
た
だ
「
生
活
の
質
」
（
ρ
億
巴
ヰ
ひ
自
Φ
醜
く
δ
）
が
侵
害
さ
れ
る
こ
と

を
も
っ
て
た
だ
ち
に
処
分
の
違
法
を
導
き
出
す
の
は
、
不
可
能
で
あ
る
よ

　
　
　
　
　
（
1
7
）

う
に
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
包
括
的
に
公
益
性
に
つ
い
て
争
う
公
益
性
宣
言

取
消
訴
訟
に
お
い
て
は
考
慮
さ
れ
る
余
地
が
全
く
な
い
と
は
言
え
な
い
の
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で
は
な
か
ろ
う
か
。
層

　
2
　
公
益
性
に
関
す
る
わ
が
国
の
判
例
状
況
に
目
を
向
け
て
み
よ
う
。

公
共
事
業
の
用
地
取
得
が
主
と
し
て
任
意
買
収
の
形
で
行
な
わ
れ
る
た
め

収
用
事
例
が
多
く
な
い
わ
が
国
に
お
い
て
も
、
「
利
益
衡
量
」
の
手
法
を

と
る
判
例
が
い
く
つ
か
存
在
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

　
有
名
な
日
光
太
郎
杉
事
件
判
決
は
、
土
地
収
用
七
二
〇
条
三
号
所
定
の

要
件
に
つ
い
て
、
「
そ
の
土
地
が
そ
の
事
業
の
用
に
供
さ
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
得
ら
る
べ
き
公
共
の
利
益
と
、
そ
の
土
地
が
そ
の
事
業
の
用
に
供
さ

れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
失
わ
れ
る
利
益
（
こ
の
利
益
は
私
的
な
も
の
の
み
な

ら
ず
、
時
と
し
て
は
公
共
の
利
益
を
も
含
む
も
の
で
あ
る
。
〉
と
を
比
較

衡
量
し
た
結
果
、
前
者
が
後
者
に
優
越
す
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
存
在

す
る
」
と
述
べ
て
、
こ
の
点
の
判
断
に
つ
き
裁
量
判
断
の
余
地
が
認
め
ら

れ
る
と
し
た
う
え
で
、
い
わ
ゆ
る
判
断
過
程
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
評
価
づ
け

ら
れ
る
判
断
を
下
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

　
ま
た
、
園
城
寺
バ
イ
パ
ス
事
件
に
つ
い
て
の
判
決
は
、
同
様
の
比
較
衡

量
論
を
採
用
し
て
い
る
が
、
内
収
用
法
二
〇
条
三
号
の
要
件
に
つ
き
、
覇
束

裁
量
説
を
と
っ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。

　
さ
ら
に
、
収
用
に
関
す
る
事
例
で
は
な
い
が
、
公
有
水
面
埋
立
免
許
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

取
消
を
求
め
て
争
わ
れ
た
伊
達
火
力
発
電
所
事
件
判
決
は
、
「
公
有
水
面

の
埋
立
て
が
公
益
に
合
致
す
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
に
当
た
っ
て
は
、

埋
立
地
の
用
途
が
公
益
の
増
進
に
役
立
つ
こ
と
の
み
な
ら
ず
、
環
境
保

全
、
埋
立
て
に
よ
っ
て
漁
業
に
及
ぼ
す
影
響
、
近
隣
海
域
に
お
い
て
漁
業

を
営
む
漁
民
や
地
域
住
民
と
の
調
和
・
融
合
な
ど
の
見
地
を
も
十
分
に
考

慮
し
て
判
断
す
べ
き
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

　
魯
0
霞
δ
住
餌
ぽ
野
心
も
、
わ
が
国
の
利
益
衡
量
も
、
と
も
に
同
じ
頃

に
登
場
し
て
い
る
。
公
共
事
業
の
正
当
性
は
、
事
業
に
よ
っ
て
損
わ
れ
る

利
益
を
考
慮
す
る
こ
と
な
し
に
は
根
拠
づ
け
ら
れ
え
な
い
と
す
る
原
則

が
、
日
本
に
お
い
て
も
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
も
登
場
し
た
と
い
う
こ
と
は

時
代
の
要
請
で
あ
ろ
う
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
一
九
七
六
年
の
自
然
の
保
護

　
　
　
　
（
2
1
）

に
関
す
る
法
律
の
制
定
が
な
さ
れ
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
未
だ
環
境
ア

セ
ス
メ
ン
ト
法
は
制
定
さ
れ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
自
然
環
境
の
適
正
な

保
全
に
つ
い
て
の
配
慮
義
務
を
定
め
た
自
然
環
境
保
全
法
が
昭
和
四
七
年

に
、
ま
た
、
環
境
保
全
に
つ
い
て
の
配
慮
条
項
を
導
入
し
た
公
有
水
面
埋

立
法
の
改
正
が
昭
和
四
八
年
に
な
ざ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
－
）

こ
こ
で
、
原
子
力
発
電
所
に
関
す
る
判
例
の
す
べ
て
を
紹
介
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
本
件
事
例
と
同
じ
公
益
性
宣
言
に
関

す
る
判
決
と
し
て
は
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
（
発
電
所
だ

け
で
な
く
再
処
理
工
場
な
ど
の
原
子
力
関
係
施
設
も
含
む
〉

ク
レ
…
マ
ル
ヴ
ィ
ル
（
O
吋
Φ
＜
ω
1
竃
9
丸
く
膝
一
Φ
）
原
子
力
発
電
所
に

関
す
る
一
九
七
九
年
五
月
四
日
判
決
。

ブ
レ
ィ
エ
（
b
ご
一
転
蝕
ω
）
原
子
力
発
電
所
に
関
す
る
一
九
七
九

年
七
月
二
七
日
判
決
。

ト
リ
カ
ス
タ
ン
（
↓
岱
。
鋤
ω
蝕
謎
）
ウ
ラ
ン
濃
縮
工
場
に
関
す
る

一
九
七
九
年
七
月
二
七
日
判
決
。

グ
ラ
ヴ
リ
ヌ
（
O
混
く
Φ
嗣
ぎ
①
ω
）
熱
・
原
子
力
発
電
所
に
関
す
る
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一
九
七
九
年
＝
月
九
日
判
決
。

　
　
　
フ
ラ
マ
ン
ヴ
ィ
ル
．
（
国
一
鋤
ヨ
9
昌
く
鵠
一
Φ
）
原
子
力
発
電
所
に
関
す

　
　
　
る
一
九
八
○
年
一
月
一
一
日
判
決
。

　
　
　
ベ
ル
ヴ
ィ
ル
・
シ
ュ
ル
・
ロ
ワ
ー
ル
（
b
Q
Φ
一
一
Φ
＜
臨
一
①
一
ω
銀
円
ー
ピ
O
一
『
Φ
）

　
　
　
原
子
力
発
電
所
に
関
す
る
一
九
七
九
年
七
月
二
四
日
判
決
。

　
　
　
カ
ッ
ト
ノ
ン
（
O
p
。
暮
Φ
8
ヨ
）
原
子
力
発
電
所
に
関
す
る
一
九

　
　
　
八
一
年
一
二
月
二
三
日
判
決
。

　
　
　
ア
ー
グ
（
口
鋤
α
q
d
¢
）
再
処
理
工
場
に
関
す
る
一
九
八
二
年
一
二

　
　
　
月
一
〇
日
判
決
。

　
　
　
サ
ン
タ
ル
パ
ン
、
サ
ン
日
モ
ー
リ
ス
（
ω
p
ぎ
掌
〉
ま
鋤
昌
ω
鉱
⇒
竿

　
　
　
ζ
9
信
甑
。
Φ
）
原
子
力
発
電
所
に
関
す
る
一
九
八
二
年
一
月
八
日

　
　
　
判
決
。

　
　
　
こ
れ
ら
の
判
例
は
、
す
べ
て
請
求
棄
却
の
判
決
で
あ
る
。

（
2
）
原
子
力
発
電
所
の
立
地
建
設
手
続
に
つ
い
て
は
、
参
照
淡
路
剛

　
　
　
久
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
原
発
立
地
と
裁
判
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
六

　
　
　
六
八
号
。

（
3
）
ク
リ
ュ
ァ
ス
ー
メ
ス
原
子
力
発
電
所
に
つ
い
て
は
、
公
益
性
宣
言

　
　
　
と
建
設
許
可
が
争
わ
れ
た
が
、
ク
レ
ー
マ
ル
ヴ
ィ
ル
発
電
所
の

　
　
　
場
合
は
、
公
益
性
宣
言
と
設
置
認
可
デ
ク
レ
が
争
わ
れ
て
い
る
。

　
　
　
な
お
、
設
置
認
可
デ
ク
レ
や
建
設
許
可
の
取
消
を
求
め
て
争
わ

　
　
　
れ
る
訴
訟
で
は
、
し
ば
し
ば
処
分
の
執
行
停
止
（
ω
霞
ω
一
ω
9
，

　
　
　
Φ
×
Φ
§
江
§
）
を
原
告
は
求
め
て
い
る
。

（
4
）
ド
ミ
ニ
ッ
ク
・
シ
モ
ネ
、
辻
由
美
訳
『
エ
コ
ロ
ジ
ー
』
白
水

　
　
　
社
、
＝
ご
二
頁
。

（
5
）
ρ
国
‘
昏
ヨ
巴
お
刈
P
u
8
9
寡
Φ
ヨ
Φ
暮
α
Φ
ω
碧
9
Φ
Φ
け

　
　
　
9
阜
け
融
Φ
ω
》
幻
・
］
．
●
国
●
　
H
Φ
刈
P
　
b
・
H
c
◎
o
◎
・

（
6
）
O
・
国
ご
N
刈
』
ロ
出
H
Φ
け
一
⑩
刈
⑩
り
》
ω
ω
O
O
心
霊
O
昌
O
O
b
P
津
ひ
山
り
鋤
O
訟
O
昌

　
　
　
Φ
O
巳
O
m
一
ρ
置
①
　
b
O
償
触
　
一
9
0
り
黛
Ω
鐸
く
Φ
晦
籍
D
同
α
Φ
　
鮎
Φ
一
四
勺
h
O
＜
Φ
コ
O
①

　
　
　
Φ
け
創
O
一
読
b
一
P
一
づ
Φ
α
q
　
幻
ゲ
ひ
⇒
ρ
　
幻
・
U
・
℃
・
　
一
り
o
o
ρ
　
b
●
N
㎝
Q
◎
●

（
7
）
ρ
国
・
』
ω
9
8
百
首
Φ
お
。
。
『
O
。
目
声
言
¢
9
日
ぼ
8
＜
旨
Φ
曽

　
　
　
創
O
カ
O
ω
ω
巴
9
コ
α
q
ρ
　
　
〉
ω
ω
O
O
冨
江
O
旨
一
昌
け
Φ
『
O
O
ヨ
b
P
償
昌
巴
Φ
α
Φ

　
　
　
ω
鋤
『
N
Φ
び
O
q
N
内
Φ
叶
O
O
導
言
q
昌
Φ
ω
9
く
9
蝕
昌
9
ご
叶
①
o
り
》
Φ
け
鋤
q
け
『
Φ
ρ

　
　
　
幻
一
国
●
　
H
Φ
Q
◎
N
噸
　
P
N
Φ
9

（
8
）
蝋
Φ
P
⇒
一
℃
ゲ
一
犀
℃
b
Φ
O
O
ピ
ω
O
Z
⇒
O
け
Φ
ω
葺
『
O
・
団
ポ
心
日
鋤
一
一
り
刈
P

　
　
　
U
ひ
b
9
蓉
①
ヨ
Φ
馨
α
Φ
貯
ω
鋤
く
。
δ
Φ
け
鋤
β
＃
Φ
ω
．
（
ク
レ
・
マ
ル

　
　
　
ヴ
ィ
ル
原
子
力
発
電
所
に
関
す
る
判
決
）

（
9
）
0
』
・
曽
N
。
。
主
導
δ
鳶
崔
昌
巨
8
α
①
℃
9
三
b
①
目
①
暮

　
　
　
Φ
け
島
口
　
い
O
σ
q
Φ
ヨ
①
昌
け
　
ρ
　
国
Φ
α
0
弓
9
江
O
昌
　
α
Φ
　
山
Φ
h
Φ
昌
ω
①
　
創
Φ
o
o

　
　
　
b
Φ
村
ω
o
嘗
①
ω
o
§
。
曾
幕
Φ
ω
B
＝
Φ
蜜
。
蒼
9
g
ロ
①
濠
ヨ
Φ
三

　
　
　
α
Φ
昌
O
露
出
ひ
　
《
＜
鵠
δ
　
昌
O
葺
＜
Φ
＝
Φ
　
国
ω
㎡
y
　
幻
①
P
9
　
弓
・
腿
一
9

　
　
　
0
0
昌
O
一
巳
　
し
d
『
鋤
一
げ
9
昌
計

　
　
　
こ
の
事
件
に
つ
い
て
は
、
見
上
崇
洋
「
フ
ラ
ン
ス
の
都
市
計
画

　
　
　
法
に
お
け
る
《
仙
曾
。
α
q
暮
δ
昌
》
『
適
用
除
外
』
に
つ
い
て
の
一
考

　
　
　
察
」
彦
根
論
叢
一
九
一
一
一
九
二
号
、
に
紹
介
が
あ
る
。

（
1
0
）
】
U
》
口
切
＞
O
助
開
国
・
い
Φ
O
O
ご
叶
村
0
宿
U
に
犠
傷
8
は
O
b
旨
Φ
一
α
置
b
O
9
＜
O
ヰ

　
　
　
甑
ω
。
3
江
。
諸
諸
お
9
昌
墾
田
冒
ユ
ω
凛
＆
魯
8
審
8
馨
。
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O
§
ω
Φ
昌
α
．
蜂
讐
h
鎚
9
蝕
ρ
嵐
9
斡
昌
ぴ
q
Φ
芝
巴
ヨ
ρ
8
卜
。
◎

（
1
1
）
J
・
リ
ヴ
ェ
ロ
『
フ
ラ
ン
ス
行
政
法
』
兼
子
仁
ほ
か
訳
、
東
京

　
　
大
学
出
版
会
、
二
八
二
頁
。

（
1
2
）
J
・
リ
ヴ
ェ
ロ
、
前
掲
二
八
三
頁
参
照
。
な
お
、
こ
の
「
評
価

　
　
の
明
白
な
誤
ま
り
」
の
手
法
に
よ
る
裁
量
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
つ

　
　
い
て
は
、
別
の
機
会
に
検
討
し
て
み
る
つ
も
り
で
あ
る
。

（
1
3
）
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
池
田
敏
雄
「
フ
ラ
ン
ス
の
公
用
収
用
制
度

　
　
と
そ
の
適
用
範
囲
に
つ
い
て
」
関
西
大
法
論
二
四
巻
三
号
、
一

　
　
三
七
頁
以
下
参
照
。

（
1
4
）
四
国
電
力
株
式
会
社
の
建
設
す
る
伊
方
原
子
力
発
電
所
に
関
す

　
　
る
第
二
審
松
由
地
裁
昭
和
五
三
年
四
月
二
五
日
判
決
（
判
例
時

　
　
報
八
九
一
号
）
、
及
び
そ
の
控
訴
審
高
松
高
裁
昭
和
五
九
年
一

　
　
二
月
一
四
日
判
決
（
七
時
＝
三
六
号
）
、
，
東
京
電
力
株
式
会

　
　
社
の
建
設
す
る
福
島
第
二
原
子
力
発
電
所
に
関
す
る
福
島
地
裁

　
　
昭
和
五
九
年
七
月
二
三
日
判
決
、
日
本
原
子
力
発
電
会
社
が
東

　
　
海
村
に
建
設
す
る
東
海
第
二
発
電
所
に
関
す
る
水
戸
地
裁
昭
和

　
　
六
〇
年
六
月
二
五
日
判
決
。

（
1
5
）
水
戸
地
裁
昭
和
四
七
年
八
月
三
日
判
決
行
裁
例
集
二
三
巻
八
．

　
　
九
号
六
〇
五
頁
。

（
！
6
）
福
島
原
子
力
・
火
力
発
電
所
建
設
に
関
す
る
公
有
水
面
埋
立
免

　
　
許
の
取
消
を
求
め
て
争
わ
れ
た
ケ
：
ス
で
、
福
島
地
裁
昭
和
五

　
　
三
年
六
月
一
九
日
判
決
は
、
付
近
住
民
の
原
告
適
格
を
否
定

　
　
し
、
本
案
の
問
題
に
入
ら
な
か
っ
た
。

（
1
7
）
傍
証
と
し
て
、
淡
路
・
前
掲
六
四
頁
に
、
「
生
活
の
質
」
に
対

　
　
す
る
権
利
（
一
Φ
脅
。
冨
蝕
箭
ρ
§
ぎ
ひ
侮
Φ
一
9
≦
Φ
）
は
、
法

　
　
律
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
棄
却
理
由
に

　
　
し
た
裁
判
所
の
決
定
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
処
分
の

　
　
取
消
を
求
め
る
越
権
訴
訟
の
ケ
ー
ス
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
参

　
　
考
に
な
ろ
う
。

（
1
8
）
東
京
高
裁
昭
和
四
八
年
七
月
一
三
日
判
決
（
今
時
七
一
〇
号
）
。

（
1
9
）
大
津
地
裁
昭
和
五
八
年
一
一
月
二
八
日
判
決
（
判
時
一
＝
九

　
　
号
）
。

（
2
0
）
札
幌
地
裁
昭
和
五
一
年
七
月
二
九
日
判
決
（
野
鳥
七
三
九
号
）
。

　
　
こ
の
ケ
ー
ス
で
の
埋
立
免
許
は
、
四
八
年
改
正
前
の
も
の
で
あ

　
　
る
。

（
2
1
）
ピ
9
旨
。
♂
ゐ
Φ
脅
一
〇
宣
已
9
一
り
蕊
扇
①
一
鋤
訟
く
Φ
蝕
冨

　
　
霞
。
け
Φ
o
江
。
コ
留
冨
⇒
早
着
お
・

　
　
同
法
の
第
二
条
は
、
環
境
に
対
す
る
配
慮
義
務
（
一
項
）
、
環

　
　
境
影
響
調
査
義
務
（
二
項
）
に
つ
い
て
定
め
て
い
る
。

　
　
ま
た
、
こ
の
法
律
に
よ
り
、
一
定
の
活
動
を
行
な
っ
て
い
る
環

　
　
境
団
体
の
出
訴
資
格
が
認
め
ら
れ
、
之
れ
が
た
め
に
本
文
で
指

　
　
摘
し
た
よ
う
に
、
さ
ら
に
環
境
訴
訟
が
増
大
し
て
い
る
の
で
あ

　
　
る
。

最
後
に
、
　
簿
Φ
o
肖
δ
α
藏
ぼ
一
碧
に
つ
い
て
参
照
し
た
文
献
を
掲
げ
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て
お
く
。

　
】
U
国
竃
＞
q
o
q
開
M
国
謁
　
（
｝
●
）
り
　
ぐ
「
Φ
「
⊆
昌
旨
O
遣
く
Φ
鋤
億
　
b
鴨
一
昌
O
一
℃
Φ
鐙
ひ
昌
ひ
『
9
一

　
　
　
　
　
傷
q
　
　
山
『
O
陣
け
”
　
　
い
①
　
　
℃
『
帥
口
O
一
b
Φ
　
　
び
臨
P
昌
1
0
0
9
一
1
”
く
9
昌
什
鋤
隔
四
Φ
ω
り

　
　
　
　
　
寒
σ
一
”
昌
α
q
①
＜
『
ρ
一
一
旨
①
9
　
ド
Φ
刈
俸
り
　
］
り
●
N
．

　
b
d
国
〉
一
u
コ
＞
Z
↓
　
（
O
●
）
鴇
　
】
U
Φ
　
　
】
U
吋
一
⇒
O
一
b
Φ
　
　
Ω
Φ
　
　
め
『
O
b
O
円
け
一
〇
口
昌
餌
嵩
け
Φ
唱

　
　
　
　
　
］
〈
門
ひ
一
p
◎
昌
西
O
ぐ
『
ρ
一
陣
昌
Φ
9
　
ド
リ
刈
躯
リ
　
ハ
門
。
b
O
・

　
い
＞
d
ロ
。
き
雪
国
（
》
．
像
Φ
）
前
掲
、
注
（
1
0
）
．

　
℃
〉
ω
切
国
O
の
　
（
0
。
）
曽
　
U
O
　
一
鋤
　
h
『
O
昌
け
一
α
『
Φ
　
Φ
づ
け
円
Φ
　
一
9
一
Φ
o
q
9
一
＃
ひ
　
Φ
酔

　
　
　
　
　
一
｝
O
b
層
O
『
け
q
⇒
一
け
ひ
　
自
9
嵩
ω
　
一
P
　
〕
β
『
一
ω
層
『
O
傷
Φ
嵩
O
Φ
α
9
〕
二
α
q
Φ
山
①

　
　
　
　
　
一
噸
Φ
×
0
0
ω
仙
Φ
℃
O
鐸
く
O
一
♪
　
幻
・
】
）
。
勺
・
　
一
⑩
Q
◎
O
頑
　
℃
℃
●
c
◎
O
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